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災害時等の燃料等の優先供給に関する
奈良県石油商業組合と奈良県との協定締結について

災害時等における燃料等の優先供給に関して、奈良県石油商業組合（以下「組合」とい
う。）と奈良県が次のとおり協定を締結します。

記

１ 趣旨
この協定は、奈良県内で災害が発生した場合又は発生するおそれが生じた場合におい

て、被災者及び避難者に対する救援の円滑化を図るため、組合と奈良県が協力し、災害時
等の燃料等の優先供給を円滑に行うことを目的とする。

２ 経緯
本県における平成２３年の紀伊半島大水害をはじめ、東日本大震災や熊本地震など近

年、大規模な災害が発生している。
災害時の応急対策にあたっては、燃料等の供給は必要不可欠であり、行政機関をはじめ

とする施設や車両などへの燃料等の優先供給が、特に重要となっている。
また、石油商業組合では組合員事業所の給油所において、災害発生時の緊急車両への給

油を行う実地訓練などに取り組まれている。
これらのことから、今般、組合と県との間で、災害時等の燃料等の優先供給関する協定

を締結することに合意した。

３ 協定の主な内容
（１）優先供給先について

災害応急対策を行う行政機関、医療・福祉関係等の施設、車両、及び避難所などを
優先供給の対象とする。

（２）協力体制の整備について
組合及び県は、平素より必要に応じて、相互の防災対策の整備状況について情報の

交換等を行う。

４ 協定書取り交わし式
組合と県が以下により協定書の取り交わし式を行います。

・日時 平成２９年９月１１日（月）１４時～１４時２０分
・場所 奈良県庁本庁舎２階 危機管理監室（奈良市登大路町３０番地）
・出席者 奈良県石油商業組合理事長 松本 安司

奈良県危機管理監 中 幸司 ほか

５ 参考資料 「災害時等における燃料供給等に関する協定書」
「災害時等における燃料供給等に関する協定書実施細則」


